
愛 媛 県 報

４０７

告 示

��������������

�愛媛県告示第５０９号
次のとおり落札者を決定した。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５１０号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

愛媛県基幹ネットワークシステム運
用管理・支援及び利用支援業務 一
式

愛媛県企画振興部
デジタル戦略局ス
マート行政推進課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和６年３月２７日

フェイス・ソリューシ
ョン・テクノロジーズ
株式会社 松山支店
松山市南江戸二丁目９
番１７号 せとかんビル
３Ｆ

５５，２４２，０００円 一般競争入札 令和６年２月１６日

名 称 所 在 地
開 設 者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

とよた薬局 四国中央市豊岡町大町１７
５２番地１ 株式会社とよた薬局 四国中央市豊岡町豊田７

番地１
代表取締役
加 地 祐 一

精神通院医療（薬
局）

令和６年
４月１日

クオール薬局今治店 今治市北宝来町２－２－
１１ クオール株式会社

東京都港区虎ノ門４－３
－１ 城山トラストタワ
ー３７階

代表取締役
柄 澤 忍

精神通院医療（薬
局）

令和６年
４月１日

愛らんど薬局北方店 東温市北方３２０６番地３号 エヌエスメディカル株式
会社 松山市�園町１番地４４号 代表取締役

嶋 本 光 佑
精神通院医療（薬
局）

令和６年
４月１日

毎週（火・金）曜日発行 第５１２号 令和６年５月２８日

令和６年５月２８日火曜日 第５１２号
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�愛媛県告示第５１２号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定に基づき、指定自立支援医

療機関の所在地を変更した旨の届出があった。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５１３号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１２条第１項の規定により、次のとおり同条例第１１条第１項の

規定による指定が効力を失った。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定が失効する知事指定薬物の名称

� （８Ｒ）－Ｎ，Ｎ－ジエチル－６－メチル－１－［（チオフ

ェン－２－イル）カルボニル］－９，１０－ジデヒドロエルゴリ

ン－８－カルボキシアミド及びその塩類

� 前号に掲げる物を含有する物

２ 失効の理由

当該知事指定薬物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第２条第１５項に規定する指定薬物に至

ったため。

３ 失効の日

令和６年５月１１日

�愛媛県告示第５１１号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５１４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商工観光課並びに松前町役場において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ松前店・ドラッグセ
イムス松前筒井店

伊予郡松前町筒井４４
８番地１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

第一リース株式会社
代表取締役
吉田 勝彦

第一リース株式会社
代表取締役
向島 亨

令和６年
４月１日

令和６年
５月２０日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ・リテ
イリング
代表取締役
山口 普
ほか３者

株式会社フジ
代表取締役
山口 普
ほか３者

令和６年
３月１日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに松前町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

合同会社Ｒｅ．ｃｏｖｅ
ｒｙ

松山市南土居町２７９番地
９

代表社員
坂 屋 礼 子

訪問看護ステーションこ
ころ 松山市畑寺三丁目８－３８ 精神通院医療 令和６年

５月１日

名 称
所 在 地 担当する医療の

種類
変 更
年月日変 更 前 変 更 後

せせらぎリハビ
リ訪問看護ステ
ーション

松山市東野一丁
目２番地３８

松山市平和通一
丁目５番地３６ 精神通院医療 令和６年

４月１日

訪問看護ステー
ションアルク

松山市中村一丁
目２番２６－１号

松山市小坂四丁
目３番２０号 Ｌ
ｕｆｔ小坂１階

精神通院医療 令和６年
２月２０日

訪問看護ステー
ションまめ

松山市清水町二
丁目２１番地３
渡部マンション
２階

松山市清水町二
丁目２１－３ Ｌ
ｕｆｔ清水町２
階

精神通院医療 令和６年
２月２０日



愛 媛 県 報令和６年５月２８日 第５１２号

４０９

��������������

�������
�愛媛県告示第５１６号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、三

谷川水系三谷川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域及び浸

水した場合に想定される水深を定めたので、同条第４項及び水防法

施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項の規定により、

告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局四国中央土木事務所に

備え置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５１７号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、金

生川水系山田井川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域並び

に浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めたので

同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条

第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局四国中央土木事務所に

備え置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５１８号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、金

生川水系三角寺川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域並び

に浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めたので

同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条

第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局四国中央土木事務所に

備え置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５１９号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、契

川水系契川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域並びに浸水

した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めたので同条第

４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項

の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局四国中央土木事務所に

備え置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５２０号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、川

茂川水系川茂川、堀子川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区

域並びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定め

たので同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）

第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局四国中央土木事務所に

備え置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第５１５号
水防警報を行う河川の指定（平成２０年１０月愛媛県告示第１４４９号）の一部を次のように改正する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

水系名 河川名 区 間 水系名 河川名 区 間

省略 省略

重信川 石手川 左岸 松山市高野町（市之井手橋）から

松山市朝生田町四丁目９９５番２地先

まで

右岸 松山市溝辺町（市之井手橋）から

松山市和泉北一丁目１０９６番地先まで

重信川 石手川 左岸 松山市東野一丁目（遍路橋）から

松山市朝生田町四丁目９９５番２地先

まで

右岸 松山市石手三丁目（遍路橋）から

松山市和泉北一丁目１０９６番地先まで

省略 省略
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�愛媛県告示第５２１号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、赤

之井川水系赤之井川、馬瀬川、城川に係る洪水浸水想定区域を指定

し、当該区域並びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続

時間を定めたので同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省

令第４４号）第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局四国中央土木事務所に

備え置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５２２号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、海

岸寺川水系海岸寺川、中田井川に係る洪水浸水想定区域を指定し、

当該区域並びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間

を定めたので同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第

４４号）第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局四国中央土木事務所に

備え置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５２３号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、寺

川水系寺川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域並びに浸水

した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めたので同条第

４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項

の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局四国中央土木事務所に

備え置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５２４号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、宮

川水系宮川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域並びに浸水

した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めたので同条第

４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項

の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局四国中央土木事務所に

備え置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５２５号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、井

関川水系井関川、不老谷川、石床川に係る洪水浸水想定区域を指定

し、当該区域並びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続

時間を定めたので同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省

令第４４号）第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局四国中央土木事務所に

備え置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５２６号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、崩

口川水系崩口川、本郷川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区

域並びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定め

たので同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）

第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５２７号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、大

曲川水系大曲川、大川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域

並びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めた

ので同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第

３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５２８号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、新

川水系新川、内川、小島川、西山川、高松川、徳能川に係る洪水浸

水想定区域を指定し、当該区域並びに浸水した場合に想定される水

深及び浸水の継続時間を定めたので同条第４項及び水防法施行規則

（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５２９号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、大

明神川水系大明神川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域並

びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めたの

で同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３

条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５３０号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、広

江川水系広江川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域並びに
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浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めたので同

条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第

１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５３１号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、境

川水系境川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域並びに浸水

した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めたので同条第

４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項

の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５３２号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、一

ツ橋川水系一ツ橋川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域並

びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めたの

で同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３

条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５３３号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、小

向川水系小向川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域並びに

浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めたので同

条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第

１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５３４号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、北

川水系北川、スミヤ川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域

並びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めた

ので同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第

３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５３５号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、河

野川水系河野川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域及び浸

水した場合に想定される水深を定めたので、同条第４項及び水防法

施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項の規定により、

告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び中予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５３６号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、高

山水系高山川、牛谷川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域

及び浸水した場合に想定される水深を定めたので、同条第４項及び

水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項の規定に

より、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び中予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５３７号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、片

平川水系片平川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域及び浸

水した場合に想定される水深を定めたので、同条第４項及び水防法

施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項の規定により、

告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び中予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５３８号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、粟

井川水系粟井川、西谷川、麓川に係る洪水浸水想定区域を指定し、

当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたので、同条第

４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項

の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び中予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５３９号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、払

川水系払川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域及び浸水し

た場合に想定される水深を定めたので、同条第４項及び水防法施行

規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項の規定により、告示

する。

その関係図面は、愛媛県庁及び中予地方局建設部に備え置いて閲
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覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５４０号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、郷

谷川水系郷谷川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域及び浸

水した場合に想定される水深を定めたので、同条第４項及び水防法

施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項の規定により、

告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び中予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５４１号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により権現

川水系権現川、中谷川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域

及び浸水した場合に想定される水深を定めたので、同条第４項及び

水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項の規定に

より、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び中予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５４２号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、明

神川水系明神川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域及び浸

水した場合に想定される水深を定めたので、同条第４項及び水防法

施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項の規定により、

告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び中予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５４３号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、国

近川水系国近川、大井手川、神寄川に係る洪水浸水想定区域を指定

し、当該区域並びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続

時間を定めたので同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省

令第４４号）第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び中予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５４４号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、長

尾谷川水系長尾谷川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域並

びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めたの

で同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３

条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び中予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５４５号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、肱

川水系大和川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域並びに浸

水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めたので同条

第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１

項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局大洲土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５４６号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、肱

川水系田淵川、滝川、除川、米津川、河内川、清永川、和田川、深

部川、山高川、大谷川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域

並びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めた

ので同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第

３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局大洲土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５４７号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、肱

川水系出石川、上須戒川、打越川に係る洪水浸水想定区域を指定し、

当該区域並びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間

を定めたので同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第

４４号）第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局大洲土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５４８号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、肱

川水系都川、大�保川、惣谷川、矢落川、中組川、長谷川、山口川、
田野々川、堂成川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域並び

に浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めたので

同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条

第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局大洲土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。
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令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５４９号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、肱

川水系矢落川、谷野川、東川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当

該区域並びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を

定めたので同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４

号）第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局大洲土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５５０号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、肱

川水系清水川、玉川、農扶持川、下谷川、武田川に係る洪水浸水想

定区域を指定し、当該区域並びに浸水した場合に想定される水深及

び浸水の継続時間を定めたので同条第４項及び水防法施行規則（平

成１２年建設省令第４４号）第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局大洲土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５５１号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、肱

川水系�米川、深井川、善滝川、谷田川、野田本川、鎌田川、滝の
宮川、沼田川、大戸川、桑坂川、梶谷川、桑谷川、三度屋川、恵比

須谷川、浦の谷川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域並び

に浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めたので

同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条

第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局大洲土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５５２号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、肱

川水系嵩富川、新田谷川、伴造川、小松川、後川、長谷川に係る洪

水浸水想定区域を指定し、当該区域並びに浸水した場合に想定され

る水深及び浸水の継続時間を定めたので同条第４項及び水防法施行

規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項の規定により、告示

する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局大洲土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５５３号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、肱

川水系小田川、栗太郎川、杖之瀬川、堺川、竹の谷川、御祓川、オ

モダ川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域並びに浸水した

場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めたので同条第４項

及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項の規

定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局大洲土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５５４号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、肱

川水系菅が谷川、モウズコ谷川、宮の谷川、しゆこ谷川、カジヤ谷

川、山王川、ヨソリ谷川、柿原川、女体川、門松川、大�保谷川、
新川、牛の谷川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域並びに

浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めたので同

条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第

１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局大洲土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５５５号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、肱

川水系郷之谷川、清正川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区

域並びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定め

たので同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）

第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局大洲土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５５６号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、喜

木川水系新川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域及び浸水

した場合に想定される水深を定めたので、同条第４項及び水防法施

行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項の規定により、告

示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局八幡浜土木事務所に備

え置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５５７号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、喜

木川水系今出川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域及び浸

水した場合に想定される水深を定めたので、同条第４項及び水防法
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施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項の規定により、

告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局八幡浜土木事務所に備

え置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５５８号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、喜

木川水系喜木川、出石川、野地川に係る洪水浸水想定区域を指定し、

当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたので、同条第

４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項

の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局八幡浜土木事務所に備

え置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５５９号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、宮

内川水系宮内川、西之河内川、里川に係る洪水浸水想定区域を指定

し、当該区域並びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続

時間を定めたので同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省

令第４４号）第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局八幡浜土木事務所に備

え置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５６０号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、肱

川水系肱川、道泉寺川、鳥越川、ケンコ川、ゴヲト川、平野川、蔵

谷川、�保川、古川、布元川、十丁川、龍吐川、梶尾谷川、吉信川、
瀬の川、院内川、大谷川、鳥の巣川、丸穂川に係る洪水浸水想定区

域を指定し、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めた

ので、同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）

第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局西予土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５６１号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、肱

川水系加茂川、田苗川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域

及び浸水した場合に想定される水深を定めたので、同条第４項及び

水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項の規定に

より、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局西予土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５６２号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、肱

川水系深ヶ川、金藪川、宮前川、大谷川、河内川、福田川、土居川、

永田川、堂の元川、寺池川、村田川、四反田川、今西川、大の下川

に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域及び浸水した場合に想

定される水深を定めたので、同条第４項及び水防法施行規則（平成

１２年建設省令第４４号）第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局西予土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５６３号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、肱

川水系西川、根笹川、東川、鉾岩川、池尻川、尾首川、伊賀越川、

北川、中川、林川、和田川、孫川、船川、松の元川に係る洪水浸水

想定区域を指定し、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を

定めたので、同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第

４４号）第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局西予土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５６４号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、肱

川水系赤滝川、岩瀬川、小田川、大谷川、丸山川、瀬戸川、藤川、

深山川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域及び浸水した場

合に想定される水深を定めたので、同条第４項及び水防法施行規則

（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局西予土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５６５号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、肱

川水系肱川、十連防川、白水川、朝日谷川、滝山川、ドウドウ川、

緑川、橋の谷川、北平川、奥の谷川、新川、御堂の奥川、神子ケ谷

川、樋の奥川、枕木川、城ヶ滝川に係る洪水浸水想定区域を指定し、

当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたので、同条第

４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項

の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局西予土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広
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４１５

�愛媛県告示第５６６号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、肱

川水系山瀬川、氏宮川、戸石川、清水田川、カラ杉川、川堀川、青

野川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域及び浸水した場合

に想定される水深を定めたので、同条第４項及び水防法施行規則

（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局西予土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５６７号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、肱

川水系小下野川、小松谷川、片川、横畑川、大�保川、後川に係る
洪水浸水想定区域を指定し、当該区域及び浸水した場合に想定され

る水深を定めたので、同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建

設省令第４４号）第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局西予土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５６８号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、肱

川水系富野川、カロト川、相の川、タニシリ川、高橋川、高瀬川、

コイデ川、ナルヲ川、ニシタニ川に係る洪水浸水想定区域を指定し、

当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたので、同条第

４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項

の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局西予土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５６９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市港新地土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和６年５月２８日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５７０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市朔日市新田土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退

任した旨の届出があった。

令和６年５月２８日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５７１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 桑 原 敬 宜 西条市新田２２８番地５

〃 川 又 則 昭 西条市樋之口４５６番地３

〃 青 木 徹 西条市古川甲２５番地３

〃 田 坂 新 吾 西条市樋之口１４７番地５

〃 山 地 啓 三 西条市古川甲２２２番地

〃 田 坂 健 二 西条市喜多川５２６番地

〃 鈴 木 哉恵子 西条市古川甲１５３番地３

監 事 上 路 健 一 西条市樋之口１２６番地

〃 越 智 貴 則 西条市樋之口１０９番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 川 又 則 昭 西条市樋之口４５６番地３

〃 小 山 真 吾 西条市港３６３番地

〃 田 坂 新 吾 西条市樋之口１４７番地５

〃 築 山 富 市 西条市市塚６４番地

〃 越 智 易 孝 西条市樋之口１０９番地

〃 青 木 徹 西条市古川甲２５番地３

〃 山 地 啓 三 西条市古川甲２２２番地

監 事 上 路 健 一 西条市樋之口１２６番地

〃 桑 原 敬 宜 西条市新田２２８番地５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 秋 山 賢 治 西条市朔日市６３１番地３

〃 近 藤 清 政 西条市玉津６７７番地

〃 三 浦 進 西条市新田２番地３

〃 越 智 幸一郎 西条市本町８９番地

〃 三 好 和 彦 西条市朔日市７３５番地１

〃 三 谷 忠 博 西条市朔日市５６番地

〃 福 田 昭 西条市朔日市１００番地

〃 三 浦 幸 三 西条市新田７１番地２

監 事 � 橋 滝 雄 西条市朔日市６２８番地

〃 塩 崎 能 治 西条市明屋敷２１３番地

〃 越 智 敏 行 西条市玉津３４３番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 秋 山 賢 治 西条市朔日市６３１番地３

〃 近 藤 清 政 西条市玉津６７７番地

〃 越 智 健 治 西条市玉津６４８番地３

〃 加 藤 武 司 西条市朔日市２３番地

〃 加 藤 高 明 西条市朔日市１２３番地

〃 越 智 幸一郎 西条市本町８９番地

〃 三 好 和 彦 西条市朔日市７３５番地１

〃 三 浦 幸 三 西条市新田７１番地２

監 事 � 橋 滝 雄 西条市朔日市６２８番地

〃 塩 崎 能 治 西条市明屋敷２１３番地

〃 越 智 敏 行 西条市玉津３４３番地２
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西条市船屋土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和６年５月２８日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５７２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市�米地区土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出
があった。

令和６年５月２８日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

就 任

�愛媛県告示第５７３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市高岡土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和６年５月２８日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

就 任

退 任

�愛媛県告示第５７４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和６年５月２８日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 遊 口 誠 二 西条市船屋甲５２１番地

〃 坪 井 貞 西条市船屋甲５４９番地

〃 川 上 敏 数 西条市船屋甲６２番地３

〃 浅 木 千 秋 西条市船屋甲３６４番地

〃 遊 口 登志男 西条市船屋甲３５８番地２

〃 浅 木 雄 次 西条市船屋甲３６０番地

監 事 近 藤 敏 弘 西条市船屋甲６３０番地２

〃 金 子 二 郎 西条市船屋甲４３６番地３２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 遊 口 実 西条市船屋甲６１０番地３

〃 坪 井 貞 西条市船屋甲５４９番地

〃 川 上 敏 数 西条市船屋甲６２番地３

〃 浅 木 雄 次 西条市船屋甲３６０番地

〃 遊 口 誠 二 西条市船屋甲５２１番地

〃 遊 口 登志男 西条市船屋甲３５８番地２

監 事 近 藤 敏 弘 西条市船屋甲６３０番地２

〃 金 子 二 郎 西条市船屋甲４３６番地３２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 堀 池 登紀子 松山市来住町７３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 三 好 陽 造 松山市高岡町５５９

〃 長 野 悟 松山市高岡町２６６

〃 重 松 信 二 松山市高岡町５７５

〃 新 家 金 吾 松山市高岡町１３６

〃 崎 山 一 生 松山市高岡町５２

〃 清 水 孝 喜 松山市高岡町６７０

監 事 竹 内 孝 和 松山市高岡町６６２－３

〃 � 山 圭 松山市高岡町１１２

〃 田 中 務 松山市高岡町７１１－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 三 好 陽 造 松山市高岡町５５９

〃 長 野 悟 松山市高岡町２６６

〃 重 松 信 二 松山市高岡町５７５

〃 新 家 金 吾 松山市高岡町１３６

〃 崎 山 一 生 松山市高岡町５２

〃 清 水 孝 喜 松山市高岡町６７０

監 事 竹 内 孝 和 松山市高岡町６６２－３

〃 � 山 圭 松山市高岡町１１２

〃 田 中 務 松山市高岡町７１１－１

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

６中局建（開）第７号

令和６年５月１７日

伊予郡松前町大字筒井字宗意畑１１１０番５、１１１１番２、１１１１番３、１１１２番、

１１１２番２、１１１７番１、１１１８番１、１１１９番１、１１１２番地先北側農道、大字浜

字東洲美吉７００番１、７００番２、７０５番、７０６番、７０７番１

伊予市下吾川２０４５番地１

株式会社マミーハウス
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公 告

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が令和６年５月１７日あったので公表する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 ２０２４年度夏季一時金・その他に関する事項

２ 日時 ２０２４年５月２９日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

法 人 名 所 在 地

医療法人 敬愛会�米病院 松山市南�米７２３

一般財団法人 新居浜精神衛生研究
所 財団新居浜病院 新居浜市松原町１３－４７

医療法人 十全会十全ユリノキ病院 新居浜市角野新田町１－１－２８

八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市若山４番耕地１６０－１

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独ま

たは併用して実施する。

�愛媛県告示第５７５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５７７号
次のとおり落札者を決定した。

令和６年５月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲保内線
大洲市平野町平地４６３７番１地先から

同町平地４６９８番３地先まで

旧 ５．２～１１．０ ０．１５３

新 ５．２～１２．３ ０．１５３

〃 〃
大洲市平野町平地４６１１番２地先から

同町平地４６１１番３まで

旧 ６．８～８．２ ０．０１９

新 ７．３～１０．７ ０．０１９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲保内線
大洲市平野町平地４６３７番１地先から

同町平地４６９８番３地先まで
令和６年５月２８日

〃 〃
大洲市平野町平地４６１１番２地先から

同町平地４６１１番３まで
〃

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

交通管制センター、サブセンター等
設備保守業務委託

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

令和６年３月２８日

住友電工システムソリ
ューション株式会社
大阪支社
大阪府大阪市西区土佐
堀二丁目２番４号

５８，１９０，０００円 一般競争入札 令和６年２月１６日

令和６年５月２８日 発行


